
京都市告示第   号 

 地方自治法第２６０条の２第１１項の規定に基づき、平成１９年１２月２７日付け

で認可した大原戸寺町会、令和４年５月１０日付けで認可した下溝蛭子町内会、平成

１８年４月２４日付けで認可した東一川町自治会、平成１６年１月１３日付けで認可

した南里町内会及び平成２４年５月２４日付けで認可した醍醐和泉町町内会につい

て変更の届出があったため、同条第１０項の規定により次のとおり告示します。 

  令和６年４月８日 

京都市長 松井 孝治   

 変更があった事項及びその内容 

１ 大原戸寺町会 

 変更前 変更後 

代表者の氏名 小寺 昭芳 高村 隆 

代表者の住所 
京都市左京区大原戸寺町 

１５６番地 

京都市左京区大原戸寺町 

２１番地 

 

２ 下溝蛭子町内会 

 変更前 変更後 

代表者の氏名 松田 裕一郎 宮村 佳伸 

代表者の住所 

及び所在地 

京都市中京区壬生下溝町 

８番地７ 

京都市中京区壬生下溝町 

３番地５３ 

 

３ 東一川町自治会 

 変更前 変更後 

代表者の氏名 小林 美江子 天満 真二 

代表者の住所 

及び所在地 

京都市西京区嵐山東一川町 

１７番地１２ 

京都市西京区嵐山東一川町 

１７番地１７ 

６０



４ 南里町内会 

 変更前 変更後 

代表者の氏名 松本 耕二 林 隆則 

代表者の住所 
京都市伏見区醍醐構口町 

２２番地 

京都市伏見区醍醐岸ノ上町 

１番地 

 

５ 醍醐和泉町町内会 

 変更前 変更後 

代表者の氏名 干川 奏   山下 茂 

代表者の住所 

及び所在地 

京都市伏見区醍醐和泉町 

１０４番地 

京都市伏見区醍醐落保町 

１２番地    

（文化市民局地域自治推進室） 


